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はじめに 

 あるスクールガードさんのお話です。 
 

        子どもって たのしいですね。 
 

  「おばちゃん、おはよう！」 

  「おはよう！何もってんの？」 

  「箱。きょうは図工で船つくんねん！」 

  「あっ、そうなん。行ってらっしゃい。」 

   

  今朝は、こんな会話をしてきました。毎朝、交差点に立っていると、いろ 

んな子（小学生）があいさつをしてくれます。信号待ちの、ほんのちょっと 

の時間の会話ですが、それがうれしくて、私、毎日（交差点に）立つように 

なりました。 

年老いて一人暮らしなもんですから、家にいるときはずっとテレビが相手。

だれともしゃべる機会がありません。それで、ちょっとぐらいしんどいとき 

も、朝、（交差点に）立つんです。毎日立ってると、子どもたちの方から声を 

かけてくれるんです。 

私、毎日、子どもたちからいっぱい元気もらってるんです。楽しいですよ。 

 

 

  子どもたちは、地域の皆さんに支えられながら学校へ通っています。また今日も、あ

ちらこちらでこうした小さなドラマを生んでいます。保護者のみなさんだけでなく、地

域の人たちからも大事にされる中で、「野洲の子」が育っています。そして、市民の皆

さんのご支援の上に、学校・園の教職員は、精一杯の教育・保育を進めることができて

います。 

 
さて、今日「人生 100 年時代」と言われています。そうした長い人生において、

子どもたちはもとより全ての世代のみなさん一人ひとりの人生がより豊かで充実した

ものとなるよう、野洲市教育委員会（以下、教育委員会）は多様な学びの場や機会の

提供をめざしています。そして、学校・園の教育・保育はもちろん、文化やスポー

ツ、地域の文化財保護や歴史の継承などを含む総合的な教育行政を進めていきます。 

 

また、令和３年度は、総合教育会議(注 1)で協議した次期『野洲市教育大綱』(注２)

（令和３年度～令和７年度）に基づき、『野洲市教育振興基本計画（第３期）』(注３)

を策定します。そして、本市のめざす「住んでよかった」「住んでみたい」「住み続

けたい」野洲のまちづくりにつなげていきます。 

 

 

令和３年度 野洲市の教育方針 
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１．令和２年度をふりかえって 

教育委員会では、本市の『野洲市総合計画』(注４)のもとに『野洲市教育振興基本計

画』（平成 28 年度～令和２年度）を定めています。昨年度はその最終年度でした。

ここでは、基本理念「愛と輝きのある教育のまち・野洲」のもと、一人ひとりが大切

にされ、おとなも子どもも学びあうひとづくり・まちづくりをめざしてきました。ま

た、子どもから高齢者までがさまざまな学びや活動に取り組むことで、「笑顔」「元

気」「自信」「誇り」などの輝きを創出する教育を進めてきました。 

また、令和２年度はコロナ禍によって、４月早々から２ヶ月にも及ぶ学校・園の臨

時休業がありました。この結果、小中学校においては、授業時数の確保のために、さ

まざまな学校行事の縮小や中止がなされ、夏季・冬季休業の大幅な削減もありまし

た。これらのことは児童生徒の学力と社会性を育むうえで少なからず影響を与えまし

た。 

社会教育施設では、新型コロナウイルス感染症の影響により、臨時休館・貸館停止

や計画していた事業の中止・変更を余儀なくされました。 

そのようななかで、以下のような成果や課題が見えました。 

 

（１）学校・園 

①人権教育・特別支援教育の推進 

本市では人権教育（保育）に力を入れてきました。そして、その土台の上に一人ひ

とりの教育課題に合わせた特別支援教育を進めています。しかし、一方で学校・園で

は、社会情勢の変化に伴う多様な背景や重い生活実態を背負わされている子どもへの

かかわりや、さまざまな考え方をもつ保護者との連携の困難さも増えてきました。ま

た、特別支援教育の視点を取り入れた保育・授業、教室デザインが定着してきました

が、保護者の多様なニーズに対応するための教職員の相談スキルの向上や、学級経営

力の向上といった課題もみえてきました。 

②平成 30 年度の「いじめ重大事態」(注５)を踏まえて 

いじめが発生した際、学校の的確な初期対応や組織対応は、被害児童生徒やその保

護者の学校に対する安心感を生み、それが結果的に事態の解決に大きくつながってい

きます。このことからも、各学校・園ではいじめ問題への対応に関する教職員研修や

生徒指導担当者への研修を鋭意進めてきました。 

さらに、市独自で増員しているスクールソーシャルワーカー(注６)などとの連携強化

を図ってきました。そうして、学校・園のいじめや虐待対応を迅速に組織的に進める

ことができるよう努めています。 

③不登校の課題 

本市では、児童生徒の不登校（年間 30 日以上の欠席）が大きな課題です。小学校

の不登校児童在籍率(注７)（1.36％）は、全県（0.84％）や全国（0.9％）の平均を上

回っており、中学校（4.04％）も全県（3.43％）より高く、全国（4.12％）並みで

す。（データは令和２年度）また、この数字には現れないものの、各校とも別室登校

や行き渋りが依然多い実態があります。 
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このような不登校問題の背景には、大きくは不登校へのマイナスイメージが社会的

に変わってきたこと、また、家庭での「朝の子どもの送り出し」の変化、あるいは人

間関係が苦手な児童生徒の増加などが考えられます。 

そこで、これまでの適応指導教室（ドリーム）(注 8)だけでなく、令和２年度から

「家庭訪問型学習支援制度」(注９)を創設しました。これはいわゆる「待ち」ではな

く、専門の支援員が積極的に出ていくもので、新しい一歩となっています。 

また、学校では別室指導や家庭訪問、放課後や夜間登校(注 10)などの対策を講じてい

ますが、当事者やその保護者の状況を踏まえてその取組みを再度検証する必要がある

と考えています。 

④学力の二極化 

本市小中学生の学力実態は、ここ数年の「全国学力・学習状況調査」(注 11)から見る

と、ほぼ全国並み、全県並みとなっています。ところが、平均すると見えなくなるの

が「学力の二極化」です。本市では一定数の学力の高位層と低位層がいますが、特徴

的なのは中間層の落ち込みです。 

この原因は２つあると考えています。１点目は「教職員の若返り」です。ここ十年

近く、ベテラン教職員の定年退職が増加し、新規採用者が増えました。この入れ替わ

りによる授業の力量低下が考えられます。各学校では授業研究会(注 12)などに鋭意取り

組んでいますが、その力は一朝一夕につくものではなく、粘り強い継続が必要です。 

２点目は「児童生徒の生活習慣」です。学力に見られる二極化は読書時間にも言え

ます。本をよく読む子とまったく読まない子との二極化です。さらに、ゲームやイン

ターネットを長時間している児童生徒の割合が全国・県より数ポイント高いという結

果も出ています。こうしたデータから、本市の児童生徒の家庭や地域での過ごし方に

も課題があると考えています。 

さらに、子どもの学力は意欲や自制心、忍耐力といった「非認知スキル」(注 13)の獲

得と大きくかかわることが近年の研究で明らかになっています。このことから、家庭

教育支援や就学前からの子育てへの啓発も重要であると考えます。 

⑤教職員の資質向上 

本市の上記④の「若返り」だけでなく、今までであればベテランが若手に日常的に

伝えてきた職業的な「わざ」が、多忙化や退職増によって継承できなくなっていま

す。また、近年は道徳の教科化や小学校英語の拡充、ＩＣＴ（情報通信技術）教育(注

14)の推進、プログラミング教育(注 15)の導入など、新しい教育内容への対応が早急に

求められています。 

こうした中で従来のような講義形式の研修ではなく、各学校・園が子どもの実態を

踏まえた現場でのグループ研修（ＯＪＴ(注 16)）を数多く進めています。また、教育研

究所による若手教職員に対する個別指導（授業力向上）も行っています。 

⑥施設面の更新 

市内のすべての学校・園の耐震化は完了しています。令和２年度は『小中学校施設

保全計画』(注 17)に基づいて、中主小学校と野洲北中学校施設の大規模改修と学級増に

伴う校舎増築工事を進めてきました。 
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⑦学校ＩＣＴ（情報通信技術を活用した教育） 

子どもたち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育ＩＣＴ環境の実現に向

け、令和元年度より、市内小中学校の校内高速大容量通信ネットワークの整備を図

り、令和２年度には、児童生徒一人一台タブレット端末の整備を行いました。今後、

これらの端末を子どもたちが授業で活用するだけでなく、家庭学習で生かしたりする

ための方策を構築していく必要があります。 

また、子どもに関わる情報や校務の内容・様式を集約及び電子化して各種業務にお

ける連携的な管理・活用が可能となる統合型校務支援システム(注 18)を令和元年度末に

導入し、業務の効率化、迅速化及び精度の向上を図っています。 

 

（２） 家庭や地域 

家庭や地域は子どもが社会性を身につける重要な場です。子ども一人ひとりの豊

かな成長には、世代を超えて多くの人が子どもの育ちに関心を持ち、学校・園、家

庭、地域が一体となって子どもの育ちを支援することが大切です。こうしたことか

ら、家庭や地域における教育力のさらなる向上をめざします。 

①家庭教育の推進とその支援    

家庭は子どもが育つ上で重要な役割と責任を担っています。しかし、核家族化の進

展や保護者の就労の不安定化による生活の厳しさなどから、地域で孤立した家庭や教

育力が十分に整わない家庭もあります。また、氾濫する子育て情報の中で子育てに悩

む保護者も見られ、児童・生徒の「居場所」としての家庭の機能が弱くなっていま

す。その結果、本来第一義的に育てるべき子どもの自尊感情の育成に課題が見られ、

それが学力や人間関係づくりにも影響を及ぼしています。そして、そうしたことから

いじめや不登校、あるいは生徒指導上の問題となってくることがあります。だからこ

そ、課題を抱えた家庭の保護者支援や、地域との協力関係の中での子育て支援が求め

られています。 

②地域の教育力と高齢化 

 全国的に地域住民間の人間関係が希薄になってきていると言われています。そうし

た中で「地域の子どもは地域で守り育てる」という意識も低下してきています。しか

しながら、本市では全国調査で「地域の行事に積極的に参加する子どもたち」の高い

参加率があります。これは青少年育成市民会議やコミュニティセンター、自治会など

とのつながりの中で子どもたちの育成が図られてきた成果であります。今後もこうし

た取組みの推進を図ることはもちろんですが、一方で活動を担う人材の高齢化が課題

となっています。 

 

（３）生涯学習・生涯スポーツ 

令和元年度まで実施していた「生涯学習推進員研修会」と「生涯楽習セミナー」

を融合・発展させ、新たに令和２年度から「野洲市生涯楽習カレッジ」(注 19)を実施

しました。地域の歴史や文化、健康などについて楽しく学べるよう市民の主体的な

学習機会を提供し、学習成果を地域へ発信できる人づくりと活力ある地域づくりに

つなげることをめざしています。 
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子どもの読書については、学校・園、家庭、地域などが協力して読書環境の整備

を重点的に取り組むため、令和２年３月に「第３次野洲市子どもの読書活動推進計

画」(注 20)を策定しました。この計画に定めた目標や取組みに向け、子どもの読書活

動を推進します。 

市民スポーツ活動の普及と促進を支援するため、登録団体に継続して学校体育施

設の開放を行うとともに、総合型地域スポーツクラブ２クラブの特色ある活動を支

援し、スポーツの楽しさが実感できるクラブの育成に努めました。 

国民スポーツ大会の正式競技では、卓球（全種別）、バスケットボール（成年女

子）を、公開競技では、武術太極拳（全種別）の内定を、また、全国障害者スポー

ツ大会の正式競技では、卓球（サウンドテーブルテニスを含む）の内定をいただ

き、中央競技団体の正規視察を終え、滋賀県と協力して開催準備を進めました。 

さらに、スポーツ施設では、令和２年７月に新たな市民の生涯スポーツ拠点とし

て野洲クリーンセンターの余熱を利用した野洲市健康スポーツセンターが開所しま

した。文化施設では、すべての施設において大規模な改修が懸案となっている中

で、文化小劇場の空調機屋外チラー(注 21)の更新を行い、野洲文化ホールでは、 

ネーミングライツ(注 22)を活用しトイレ洋式化を実施しました。 

また、文化財に関わっては、江戸時代初期の徳川将軍の上洛御殿である国史跡に

指定された「永原御殿跡」(注 23)は、保存整備に向けて４つの事業に着手しました。  

①本丸内の土地購入、②南御門の発掘調査、③保存活用計画書の策定、④活用事業

です。このうち活用事業では令和２年７・８月の８日間、市民参加の発掘体験を行

い 91 名の参加がありました。また、令和２年 11 月 29 日には国史跡指定を記念

し、「遺跡の保存活用とこれからのまちづくり」をテーマとするフォーラムを開催し

ました。（140 名参加） 

 

２．令和３年度の具体的な施策 

（１）学校・園・・・子どもの｢生き抜く力｣を育てます。 

現代の社会は、すべての人とモノがインターネットでつながり、さまざまな知識

や情報が世界中で共有されるようになりつつあります。また、人工知能（ＡＩ）が

人間に代わって思考や判断を行い、ロボットや自動走行車の技術が人々の生活を大

きく変えることになるでしょう。そのような社会をこれから生きていく子どもたち

が身につけるべき技能や能力は何でしょうか。それは、決してコンピュータやイン

ターネットを操作するだけのものではありません。また、日々の煩雑な作業や判断

に時間のかかる思考から逃れるために、人工知能（ＡＩ）やロボットを操作できる

ようになることでもないはずです。むしろこのような時代を生きる子どもたちだか

らこそ、「自ら考え、判断し、やり遂げる力」と「仲間と協働し、たくましく生き

る力」を身につけることが大切であると考えます。インターネットが個でつながる

仮想空間であるからこそ、学校では子どもたちが集団で切磋琢磨しながら、お互い

の考えや思いを尊重し合って社会性を育み、生涯にわたって運動に親しむ能力や体

力づくりを行っていくべきです。そして、豊かな情操と感受性と確かな学力を身に

つけていくことが必要であると考えます。 
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令和２年度から小学校、令和３年度から中学校において新学習指導要領(注 24)の 

本格実施となります。この指導要領は、①学んだことを人生や社会に生かそうとす

る学びに向かう力、②実際の社会や生活に生きて働く知識及び技能、 ③未知の状況

にも対応できる思考力、判断力、表現力などの３つをバランスよく育むことを求め

ています。また、これら３つの力を育むために、主体的・対話的で深い学び（アク

ティブ・ラーニング(注 25)）の視点から、「どのように学ぶか」を重視して授業を 

改善する必要もあります。 

 

主な事業として 

① 不登校児童生徒の支援をするために、学習支援や教育相談を進める家庭訪問型 

学習支援体制を継続します。 

② 市内全ての小中学校に導入した統合型校務支援システムの活用や給食負担金徴収

事務の一元化など、学校事務の効率化を図ります。また、そのことで「働き方改

革」(注 26)を進め、教職員が児童生徒に向き合う時間を増やします。 

③ 学校のプールの老朽化対策として、新しくできた余熱利用施設(注 27)の温水プー

ルの活用などにより、その集約化を図ります。 

④ すべての子どもたちが元気に生きいきと学ぶことができるよう特別支援教育担当

を継続して配置するとともに、外国人児童生徒への日本語指導員による支援を 

行います。 

⑤ 小中学校の道徳教育や人権教育の充実に努め、いじめや差別を許さない仲間 

づくりを進めます。 

⑥ 児童生徒のいじめや不登校、問題行動、また、教職員の不祥事や体罰問題などを

未然に防ぐため、教職員研修の充実を図り、学校・園の初期対応や組織対応の 

強化に努めます。 

⑦ 家庭学習の手引きの作成や家庭学習強化週間の設定など、家庭と学校が連携して

学習・生活習慣の定着に取り組みます。 

⑧ 学校・園、家庭、地域が連携して、次世代を担う子どもの望ましい食習慣の形成

に努めます。 

⑨ 増加する若手教職員の資質向上を図るため、教育委員会による学校訪問を充実 

します。 

⑩ こども課など児童福祉部門と連携して、就学前教育の充実に努めます。 

⑪ スクールソーシャルワーカー（５名配置）とそれらを指導、統括するスーパー 

バイザー(注 28)（１名）を配置し、関係機関と連携しながら、子どもたちの情緒

を安定させ、家庭教育への支援を更に充実させます。 

⑫ 教職員の業務支援を図るスクールサポートスタッフ(注 29)（9 名）を全ての学校

に配置し、教職員の働き方改革を進め、教職員が児童生徒に向き合う時間を 

増やします。 

⑬ 学校・園の特色ある取組みを支援する「元気な学校づくり事業」(注 30)を進め、

子どもたちが将来の夢や希望をもてる体験活動やキャリア教育(注 31)などを推進

します。また、その成果を市民に積極的に発信していきます。 
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⑭ 教育研究所は若手教職員の授業改善や学級集団づくりを個別に支援し、指導力と

授業力の向上に努めます。 

⑮ 小中学校における一人一台のタブレット端末の活用など、ＩＣＴ教育を一層進め

るために、研修を充実させます。 

⑯ 中主幼稚園、中主小学校と中主中学校の「幼小中一貫教育」(注 32)を推進し、 

あわせて野洲中学校区や野洲北中学校区の小中連携(注 33)をさらに進めます。 

⑰ 老朽化した教育施設環境の更新を図るべく『小中学校施設保全計画』に基づい

て、昨年度に引き続き、野洲北中学校は、北館校舎と体育館の大規模改修工事を

進めていきます。中主小学校については、旧館校舎の改築を決定したことから、

改築の実施設計業務を進め、工事に着手します。 

 

（２）家庭・地域など・・子どもの｢育ち｣を支援する環境の充実に努めます。 

子どもの健全な育成につながる家庭や地域の教育力を向上させるためには、学校 

・園や家庭、地域が連携する必要があります。そして、行政や企業などもそれぞれ

の役割に応じて力を発揮し、互いに連携・協力して子どもの｢育ち｣を支援すること

が大切です。 

そこで、子どもの育ちを支援するために、以下の取組みを進めます。 

 

  主な事業として 

① 家庭や地域と連携し、子どもたちの基本的生活習慣の確立にむけた啓発を進め 

ます。また、その一環として「愛の声かけ運動」(注 34)などのあいさつ運動を 

推進します。 

② PTA や保護者会と協力し、子どもの社会性を育み、子どもを守り育てるための

研修会を保護者と教職員を対象に開催します。 

③ 学校・園や家庭とふれあい教育相談センターとの連携をさらに深め、学校・園 

生活に関する悩みや課題の解決にむけた取組みを充実します。 

④ 野洲市青少年育成市民会議を中心として「地域の子どもは地域で守り育てる」 

機運を高めるとともに、守山野洲少年センターをはじめ関係団体と連携・協力

し、青少年の健全育成に努めます。 

⑤ 各コミュニティセンターで地域の人々が運営される「地域子ども教室」(注 35)に

ついて、子どもたちの体験学習の場としての支援を続けます。 

⑥ 地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域 

づくりを目指して「地域学校協働活動」(注 36)を進めます。 

 

（3）生涯学習・・・「だれでも、どこでも」学びあえるまちをつくります。 

誰もが自己の生活を豊かにしていくためには、生涯をとおして自ら学びを広げ、

深めていくことが重要です。本市では「おとなも子どもも学びあう」という考えの

もとに、生涯学習社会の実現をめざしています。 

この理念をさらに高く掲げ、すべての人が参加しやすく生きがいを感じられるよ

うな生涯学習・生涯スポーツの環境の整備や提供を進めるとともに、各個人がその

学習の成果を活かせるまちづくりを進めます。 
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主な事業として 

① 総合体育館（平成元年築）は経年劣化が進んでいます。また、令和７年度に国民

スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会が実施されます。そこで、この大会実施

基準にも合わせた大規模改修が必要なことから、改修工事に向けた実施設計を行

います。 

② 中主 B&G 海洋センター体育館照明の LED 化などの工事を行います。 

③ 一年延期になった東京 2020 オリンピック聖火リレーが令和３年５月 27 日に

実施される予定です。運営には、ボランティアスタッフの参加を募り「支える 

スポーツ」を推進します。また、市全体で盛り上げ市民の「見るスポーツ」と 

しての東京オリンピック・パラリンピックへの気運の醸成につなげます。 

④ 市民に学習機会を提供するため、出前講座(注 37)の実施や生涯楽習カレッジを 

開催し、生涯学習を推進します。 

⑤ 美術展覧会や文化芸術祭を開催し、文化・芸術活動への支援を継続します。 

また、市民の参加者を増やすための周知を工夫していきます。 

⑥ 郷土ゆかりの国文学者である北村季吟の顕彰事業(注 38)を進め、市民に俳句の 

楽しさを知ってもらうため、俳句会やお話会・歌声コンサートを開催します。 

⑦ 文化ホールの独自公演を開催し、特に若者層を中心に人気のアーティストを 

よんできたり家族で楽しめる催物を行います。 

⑧ 「野洲市スポーツ推進計画」(注 39)に基づき、誰もが気軽に楽しくスポーツが 

できる生涯スポーツ社会の実現をめざします。 

⑨ 野洲市人権啓発推進協議会などと連携して、地域での人権教育や啓発事業を 

進めます。 

⑩ 史跡公園である大岩山古墳群の維持管理を図り、公開活用を進めます。 

⑪ 国史跡「永原御殿跡」は、地域と協働して①本丸の公有化、②整備基本計画の 

策定、③発掘調査、④活用事業を継続します。 

⑫ 市内で実施する発掘調査では、現地説明会や博物館での展示公開などにより、 

調査成果を広く市民に公表・発信します。 

⑬ 博物館では、地域の歴史や文化を時節にふさわしいテーマにより、わかりやすく

紹介する展覧会を開催します。 

⑭ 図書館では、潜在的なニーズにも留意し、新鮮で魅力ある資料を収集し、市民が

必要とする資料を提供します。さらに、障がいなどで来館できない人への宅配・

郵送サービス(注 40)の周知をすすめるほか、講演会や展示などを実施し、学習機

会の提供や啓発を行います。 

⑮ 「第３次野洲市子どもの読書活動推進計画」に基づき、子どもが読書に親しむ 

機会を提供する一環として、小学校の各クラスに配置する学級文庫用図書貸出 

セットの巡回事業を新しく開始します。 

⑯ スポーツ関係では、それぞれの施設の特性を活かしたスポーツ教室などを開催

し、市民の多様な健康体力づくりの場を提供します。 
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用語解説 

 

（注 1）総合教育会議 

    地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を

共有し、より一層民意を反映した教育行政の推進を図ることを目的として、総合教育会議が設

置されている。（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４）総合教育会議は、地

方公共団体の長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議・調整の場であるが、総合教育

会議自体は執行機関ではない。 

 

（注２）野洲市教育大綱 

    教育の目標や施策の根本的な方針を示し、総合教育会議において、首長と教育委員会が協

議・調整を尽くし、首長が策定するもの。地方公共団体としての教育施策に関する方向性が 

明確化され、首長及び教育委員会は、策定した大綱の下に、それぞれの所管する事務を執行 

する。 

    現在の野洲市教育大綱の期間は令和３年度～令和７年度の５年間を予定している。 

 

（注 3）野洲市教育振興基本計画 

    「野洲市教育振興基本計画（第３期）〔令和３年度～令和７年度〕」の策定を令和３年９月

に予定しており、当計画では、教育を取り巻く社会の動向や第２期計画の成果と課題、総合教

育会議で決定された「教育大綱」を踏まえ、令和３年度からの５年間に重点的に取り組むべき

施策を明らかにし、本市の教育の一層の推進を図るもの。 

 

（注４）野洲市総合計画 

    変化する社会情勢に対応し、長期的なまちづくりの視点に立った計画的・効率的な行政運営

を行うための市の最上位計画。第１次計画は、平成 19 年に令和２年度までを計画期間として

策定され、第２次野洲市総合計画が令和３年度から令和 12 年度の 10 年間を計画年度として

策定されている。 

 

（注５）いじめ重大事態 

    いじめ防止対策推進法で、次に掲げる場合を「重大事態」という。 

① いじめにより当該学校に在籍する児童などの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた

疑いがあると認めるとき。 

② いじめにより当該学校に在籍する児童などが相当の期間学校を欠席することを余儀なく

されている疑いがあると認めるとき。 
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（注６）スクールソーシャルワーカー 

    貧困やＤＶなど子どもの家庭環境による問題に対応するため、教員を支援し、家庭児童相談

室や市民生活相談課などの市の関係機関と連携しながら、課題解決を図る福祉の専門家のこ

と。 

 

（注７）不登校児童在籍率 

    全児童の中で、不登校児童がどれだけいるかを割合で示したもの。 

    （不登校児童数）÷（全児童数）×100（％） 

 

（注８）適応指導教室（ドリーム） 

    学校に行きにくい、行けない小・中学生のために教室を設け、人とのかかわりや体験学習な

どを通して自信回復を図り、学校復帰につなげる事業。 

 

（注９）家庭訪問型学習支援制度 

    校長から支援の依頼があった深刻な不登校状態の小・中学生と保護者を対象に、学校復帰、

社会的自立につなげるため、家庭を主な支援場所として訪問型の学習支援を行う事業のこと。 

 

（注 10）夜間登校 

    学校の教員が不登校の児童生徒に夜の時間帯に登校するよう促し、学習などのサポートを 

すること。 

 

（注 11）全国学力・学習状況調査 

    義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、日本全国の小中学校の最高学年 

（小学 6 年生、中学 3 年生）を対象として、子ども達の生活スタイルや学習状況を含め総合に

調査が行われる。調査結果について把握・分析を行い、教育施策の成果と課題の検証、改善に

役立てることを目的としている。 

 

（注 12）授業研究会 

    教師同士が研究テーマに沿って授業を公開し、それを参観し合い、公開された授業終了後、

児童生徒の学びが深まる取り組みや学び方、授業の改善策などについて学び合う場のこと。 

 

（注 13）非認知スキル 

    目標や意欲、興味・関心をもち、粘り強く仲間と協調して取り組む力や姿勢など、数値では

あらわしにくい能力、技能。具体的には「自己肯定感」「集中力」「意欲」「回復力」「創造

性」「見通す力」「協調性」なども含まれる。一方で、ⅠQ（知能指数）や学力テスト、偏差

値などのように数値で表せる力を「認知スキル」という。 
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（注 14）ＩＣＴ教育 

    情報通信技術を活用して、液晶モニターなど大型表示装置やタブレットなどを使って効果的

に学習を行うことで、子どもの理解力や思考力の向上、学習意欲の向上などの効果が見られま

す。 

 

（注 15）プログラミング教育 

    コンピュータを意図通りに動かす体験をとおして、論理的思考力やコンピュータを上手に 

活用して身近な問題を解決する力などを育む教育のこと。令和２年度から実施されている学習

指導要領に盛り込まれ、小学校で必修化されている。 

 

（注 16）ＯＪＴ（On the Job Training） 

日常業務の中で働きながら行う教職員同士の研修のこと。 

主に各教科・学年の主任や管理職がリーダーとなり、各教員が得意とする分野について 

教職員が学び合うことで職場全体の実践力向上や若手育成を目指している。 

 

（注 17）小中学校施設保全計画 

    国において平成 25 年 11 月に策定された「インフラ長寿命化基本計画」において平成 32

年（令和２年）頃までに個別施設毎の長寿命化計画の策定が求められたことから、今後の小中

学校建物など施設の適正な維持管理及び長寿命化を図るため、平成 26 年 3 月に策定したも

の。今後計画に基づき、財政状況を見極めた上で、順次老朽化対策を必要とする各小中学校施

設における大規模改修など工事を計画的に実施しようとするもの。 

 

（注 18）統合型校務支援システム 

    「教務系」（成績処理、出欠管理、時数管理など）、「保健系」（健康診断管理、保健室管

理など）、「学籍系」（指導要録など）、「学校事務系」など統合した機能を有しているシス

テムのこと。導入のメリットとして、情報システムの利用により校務における業務負担を軽減

できることに加え、情報の一元管理及び共有ができる点がある。 

 

（注 19）生涯楽習カレッジ 

    生涯学習によるまちづくりを進めるために、住民の主体的な学習機会を提供する事業。地域

の歴史や文化、健康などについて楽しく学び、学習成果を地域へ発信できる人づくりと活力あ

る地域づくりをめざしている。 

 

（注 20）野洲市子どもの読書活動推進計画 

    子どもたちが、様々な機会を通して本や読書に親しみ、自ら進んで読書を行う習慣を身につ

けることができるよう、施策を推進する。第３期〔令和２年度～令和６年度〕」令和２年３月

に策定。 
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（注 21）空調機屋外チラー 

    屋外にある冷温水発生装置のこと。業務用エアコンの室外機と同様で、その冷熱を利用し 

空調機を運転する。 

 

（注 22）ネーミングライツ 

    本市では、市が所有する施設、イベント等に企業名や商品名などを冠した愛称を付与する 

権利（ネーミングライツ）を取得した企業等（ネーミングライツパートナー）からネーミング

ライツ料としての対価を得て施設の維持管理のための財源としている。その制度が導入された

最初の施設として、野洲文化ホールは令和元年 12 月１日よりシライ電子工業株式会社を 

ネーミングライツパートナーに迎えた。（年 150 万円、令和６年３月 31 日まで） 

 

（注 23）永原御殿跡 

    徳川将軍が上洛する際の宿泊施設として、朝鮮人街道沿いに築かれた城館です。慶長６年

（１６０１）に徳川家康が宿泊し、以後、家康が６回、二代将軍秀忠が 4 回、三代将軍家光

が２回宿泊しています。御殿は寛文 10 年（1670）まで修復がなされ、現在も礎石や土塁、

掘割りが残っています。 

 

（注 24）学習指導要領 

    全国どの地域で教育を受けても一定水準の教育を受けられるようにするため、学校教育法な

どに基づき文部科学省で定めた各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準。およ

そ 10 年ごとに改訂されている。新しく改訂された学習指導要領は、幼稚園では平成 30 年

度、小学校では、令和２年度、中学校では令和３年度に全面実施となる。 

 

（注 25）アクティブ・ラーニング 

    従来の教員が教える一方通行の学習形式と異なり、児童生徒どうしの対話や学び合いを取り

入れることで、児童生徒が主体的に学習する力や課題を見つけたり解決したりする力を身につ

けることを目指す学習形式のこと。 

 

（注 26）働き方改革 

    教職員が時間の面でも気持ちの面でもゆとりをもって子ども一人ひとりと向き合えることを

目指して、教職員の長時間労働を改善し、子どもと教職員がともに元気でいきいきと活動でき

る学校にするための取組。 

 

（注 27）余熱利用施設 

    野洲クリーンセンターの余熱を利用して温水プールなどが備えられた野洲市健康スポーツ 

センターのこと。 
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（注 28）スーパーバイザー 

    教育及び福祉の分野で、高い専門的知識と技術及び経験を有し、スクールソーシャル 

ワーカーの統括、指導・助言ができる福祉の専門家。 

 

（注 29）スクールサポートスタッフ 

    「働き方改革」を進める目的で、教員の授業以外の仕事を補助的に行うために配置された 

職員。 

 

（注 30）元気な学校づくり事業 

    市長が適当と認めた学校及び幼稚園の事業に対し、予算の範囲内において「元気な学校づく

り事業補助金」を交付し、野洲市立の小学校、中学校及び幼稚園での教育活動を支援すること

により市の教育活動の振興を図るもの。 

 

（注 31）キャリア教育 

    子ども一人ひとりの職業的、社会的な自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てるこ

とを通して、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していく過程を

大切にした教育のこと。 

 

（注 32）幼小中一貫教育 

    就学前・小学校・中学校が目指す子ども像を共有し、９年間を通じた一貫した教育課程を編

成して、系統的な教育を目指す教育のこと。就学前・小学校・中学校が同じ校舎にある「施設

一体型」、校舎が隣接している「施設隣接型」、校舎が別々の場所にある「施設分離型」など

のタイプがあり、中主幼稚園と中主小学校と中主中学校のケースは「施設分離型」に当たる。 

 

（注 33）小中連携 

    小・中学校が互いに情報交換、交流することを通じ、小学校教育から中学校教育への円滑な

接続を目指す様々な教育のこと。 

 

（注 34）愛の声かけ運動 

    野洲市青少年育成市民会議の主催により、７月の「青少年非行・被害防止強調月間」・11

月の「子ども・若者育成支援強調月間」に、多様な主体が一体となって、市内通学路におい

て、まちぐるみで幼児・児童・生徒の通園・通学の姿を見守りながらあいさつや声かけを行う

もの。 
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（注 35）地域子ども教室 

    学区単位で地域教育協議会を組織して、コミュニティセンターを拠点に子どもたちの活動拠

点（居場所）を確保し、放課後や週末、長期休暇などにおける様々な体験活動や地域住民との

交流活動などを支援するもの。 

 

（注 36）地域学校協働活動 

    幅広い地域住民、企業、団体等の参画により、地域と学校が協働して未来を担う子どもたち

の成長を支えるとともに、地域を創生する活動も推進する取組のこと。 

 

（注 37）出前講座 

    自治会やグループなど 10 名以上の方がお集まりいただき、市の業務の中で、市民のみなさ

んが聞きたい、知りたい、学びたい内容をメニューから選んでいただき、市の職員などが講師

となって皆様の地域へ出向きお話するもの。 

 

（注 38）北村季吟顕彰事業 

    野洲郡北村（現・野洲市北）ゆかりの俳人、歌人、国文学者で、近江三聖人(北村季吟、中

江藤樹、雨森芳洲)の 1 人である北村季吟（1624～1705）の業績を顕彰する事業として、

命日の６月に俳句会と地元自治会による追悼法要が開催されます。 

 

（注 39）野洲市スポーツ推進計画 

    スポーツを通じて、市民が幸福で活力ある生活を営むことができる施策を進めるために、平

成２８年度から今後 10 年間の目標を示したもの。平成２８年３月策定。 

 

（注 40）宅配・郵送サービス 

    図書館来館にハンディがある人のために、平成 29 年度から野洲図書館で実施している自宅

まで資料を届けるサービス。郵便局の障がい者の割引制度を利用した郵送、または職員による

宅配により、利用者側の費用負担なく資料を貸出、返却できるようにしている。 
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野 洲 市 教 育 大 綱 

【令和３年度～令和７年度】 

野洲市は、『多様な人々と多彩な自然が調和した、個性輝くにじいろのまち』をめざ

す都市像として掲げ、「多様な人々と自然をはじめとする多彩な地域資源がそれぞれに

輝きながら調和する、笑顔あふれる都市」の実現をめざし、「協働のまちづくり」「ＳＤ

Ｇｓの実現」の基本姿勢のもと、「子育て・教育・人権」など 5 つの分野ごとに基本方

針を定め、「住んでよかったまち」「住んでみたいまち」「住み続けたいまち」をめざし

たまちづくりを進めています。 

市民一人ひとりが知恵や力を出し合い、家庭、学校、地域、企業、NPO・市民団

体等がそれぞれの責任と役割をしっかり果たすとともに、主体的に取組ながら一体と

なって子どもたちが安心して学べる教育環境を整え、未来を担う頼もしい人づくりを

柱に教育振興のまちづくりを進めます。 

基 本 理 念  

愛と輝きのある教育のまち・野洲 

～一人ひとりが大切にされ、おとなも子どもも学びあうひとづくり・まちづくり～ 

 

基 本 目 標  

Ⅰ 子どもの「生き抜く力」を育てます。 

～学校教育を中心として～ 

１．豊かな心と健やかな体の育成 

２．確かな学力の育成 

３．特色ある学校経営 

Ⅱ 子どもの「育ち」を支援します。 

～学校・家庭・地域が一体となって～ 
１．子育て・子育ち支援の充実 

２．青少年の健全育成 

３．安全・安心な教育環境づくり 

 

Ⅲ だれでもどこでも学びあえるまちをつくります。 

～誰もが生涯にわたって成長し心豊かに～ 

１．生涯にわたる主体的な学習の支援 

２．生涯スポーツの振興 

３．文化・歴史資源の継承と活用  
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令和４年１月策定予定 

（案） 
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野洲市教育振興基本計画 《令和３年度～令和７年度》

（令和４年１月策定予定 令和３年１２月市議会審議・議決）

野洲市総合計画《令和３年度～令和１２年度》

野洲市教育大綱 《令和３年度～令和７年度》

野洲市生涯学習振興計画《平成３１年度～令和５年度》

野洲市子どもの読書活動推進計画《令和２年度～令和６年度》

野洲市スポーツ推進計画《平成２８年度～令和７年度》

野洲市子ども・子育て支援事業計画
《令和２年度～令和６年度》

元気な学校づくりマスタープラン《令和３年度～令和７年度》
（令和４年１月策定予定）

野洲市人権施策基本計画《令和３年度～令和７年度》

その他各種教育振興のための計画・方針等
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野野洲洲市市  主主なな事事業業のの概概要要  
令令和和３３年年度度予予算算資資料料よよりり  
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  令令和和３３年年度度  野野洲洲市市のの主主なな事事業業のの概概要要    

  
  

 

 

『子育て・教育・人権』 

 

○継続 小中学校施設整備事業 

：13億454万6千円（前年度：24億3,401万4千円） 

野洲市の未来を担う子どもたちの快適な学習環境を整備するため、老朽化が著しい 

中主小学校及び野洲北中学校の施設整備に取り組みます。 

中主小学校旧館棟改築設計業務委託                 4,400万円 

中主小学校旧館棟改築工事監理業務委託                  1,040万円 

中主小学校旧館棟改築工事請負費                    4億3,296万円 

中主小学校仮設校舎賃借料                    5,906万円 

野洲北中学校体育館・北校舎大規模改修工事監理業務委託      1,274万7千円 

野洲北中学校体育館・北校舎大規模改修工事請負費      5億5,995万1千円 

野洲北中学校仮設校舎賃借料                     1億7,991万7千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市のめざすべき都市像「住んでよかった、住んでみたい、住み続けたいまちづ

くり」の実現のために、各種の施策を展開する中で、令和３年度については、「笑顔

があふれる市政の実現」に向けて、本市が直面する様々な行政課題に迅速かつ的確

に対応できる予算とすることを基本としています。その重点事業の主なものとして

は、次のとおりです。 

 

・小中学校増築及び大規模改修工事 ・南桜浄水場膜ろ過装置設置工事 

・子ども・子育て支援関連事業 

 

※ 財源内訳の（ ）は、以下のことを表しています。 

   （使）：使用料及び手数料、（国）：国庫支出金、（県）：県支出金 

（繰）：繰入金、（諸）：諸収入、（債）：市債、（一）：一般財源 

財源内訳： 

（国）      1 億 3,072 万 2 千円 

（債）      10 億 8,130 万円 

（一）       9,252 万 4 千円 

令和３年度 野洲市の主な事業の概要 
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○継続 保育人材バンク・保育人材就職支援事業： 631万8千円 

（前年度：702万2千円） 

待機児童の一因である保育士不足に対応するため開所した「野洲市三方よし人材バン

ク」の取組において、求職者と求人者の人材マッチングを行いつつ、臨時就職相談会の

開催、高校生を対象とした保育現場体験実習、潜在保育士等を対象とした再就職支援研

修会等を実施し人材確保に努めます。さらに、潜在保育士等が市内の保育所等に復職し

た際にお子様の保育料の一部を補助する制度（保育士等に係る保育料補助事業）も継続

して実施し、人材確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

○継続 児童虐待防止対策関連事業： 215万9千円（前年度：236万2千円） 

児童虐待の早期発見と早期対応はもとより、未然防止対策を講じるため、野洲市要保

護児童対策地域協議会関係機関と連携し、相談支援や一時的な養育支援等に取り組みま

す。 

・子育て短期入所生活援助（ショートステイ）事業 

・子育て夜間養護等（トワイライトステイ）事業 

・養育支援訪問事業（ヘルパー派遣） 

・児童虐待防止啓発事業 等 

 

 

 

〇継続 学童保育所運営費 ： 3億 6,225万5千円 

（前年度：3億5,613万4千円） 

野洲市社会福祉協議会へこどもの家の運営を指定管理委託し、安心･安全なこどもの

居場所づくりを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財源内訳： 

（国）  234 万 8 千円 

（一）  397 万円 

財源内訳： 

（国）  61 万 7 千円 

（県）  23 万 2 千円 

（一）   131 万円 

財源内訳： 

（使）  9,143 万 1 千円 

（国）  8,428 万 6 千円 

（県）  8,428 万 6 千円 

（諸）  1,104 万 3 千円 

（一）   9,120 万 9 千円 
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○継続 特別支援教育の充実、不登校対策： 5,378万1千円 

   （前年度：5,712万円） 

≪特別支援教育の充実≫ 

障がいのある児童及び生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育支援を行うため、 

適正なコーディネーター加配や支援員の配置、巡回相談員の派遣等を行います。 

 ≪不登校児童及び生徒への支援≫ 

  不登校児童及び生徒への支援を図るため、心のオアシス相談員やスクーリング・ケア 

サポーターを学校に派遣して、不登校の未然防止や支援の充実を図ります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

○継続 家庭訪問型学習支援事業： 424万8千円（前年度：454万7千円） 

  学校長から支援の依頼があった深刻な不登校状態の小・中学生と保護者を対象に、学

校復帰、社会的自立につなげるため、家庭を主な支援場所として訪問型の学習支援を行

います。 

なお、支援する過程で不登校に至る要因が家庭にある場合や家庭における生活上の諸

課題が明らかになれば、スクールソーシャルワーカーや市民生活相談課など関係課等に

つなぎ現行制度を利用しながら連携を図り背後にある問題の解消に努めます。 

 

 

 

 

 

 

○継続 元気な学校づくり事業補助金： 110万円（前年度：110万円） 

   各学校の創意工夫の下、地域に根ざした特色ある教育活動を推進する事業に対して補 

助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財源内訳： 

（一）    110 万円 

財源内訳： 

（国）    58 万５千円 

（県）    5８万５千円 

（一） 5,261 万 1 千円 

財源内訳： 

（一）   424 万 8 千円 
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○継続 スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）及びスーパーバイザーの配置： 

597万1千円 

（前年度：662万2千円） 

   社会福祉に関する専門的知識を有する者を教育現場に配置し、児童・生徒の置かれて

いる、学校・家庭・地域等の「環境」に対して関係機関等と連携し、虐待をはじめ児童・

生徒の生活環境の問題解決に努めます。また、スクールソーシャルワーカーの活動を更

に効果的に進めるため、スクールソーシャルワーカーを統括や指導するスーパーバイザ

ーを配置し、虐待をはじめ児童・生徒の生活環境の問題解決を充実させます。 

 

 

 

 

 

 

 

〇継続 学校プールの集約化事業：1,057万円（前年度：1,057万円） 

   体育科の水泳学習について、授業内容の質の向上と教員の負担軽減等を目指すため、

野洲小学校をモデル校として、野洲市健康スポーツセンターの温水プールの利用を進め

ます。 

 

 

 

 

 

〇継続 余熱利用施設管理運営事業： 7,830万円 

（前年度：7,521万7千円） 

野洲クリーンセンターの余熱を利用した野洲市健康スポーツセンターは、ＰＦＩ（民

間の資金力や事業運営能力を導入する事業方式）により運営しています。温水プールな

どを備える余熱利用施設として健康づくりの機会を提供してスポーツの振興を図ります。 

・ＰＦＩ委託料（余熱利用施設サービス対価）      6,664万円 

・事業委託料（余熱利用施設 維持管理・運営モニタリング業務） 1,166万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財源内訳： 

（県）    100 万円 

（一）   497 万 1 千円 

財源内訳： 

（一）   1,057 万円 

 

財源内訳： 

（繰） 3,000 万円 

（一） 4,830 万円 
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◎新規 総合体育館大規模改修実施設計業務委託： 2,187万9千円 

平成元年に完成した総合体育館は経年劣化が進んでいることと、令和７年度に国民ス

ポーツ大会・全国障害者スポーツ大会が実施されることから、これらの大会実施基準の

改修もあわせて大規模な改修が必要であり、改修工事にあたり実施設計業務を委託しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

●拡充 小学１年生から３年生にかかる福祉医療費助成： 3,500万円 

社会的、経済的に弱い立場にある障がい者や母子・父子家庭、乳幼児や 65 歳から 74

歳の低所得老人等の医療費助成に加え、新たに子育て世代の経済的負担の軽減を図るた

め、小学３年生までの通院医療費の助成を行います。 

 

 

 

 

『福祉・生活』 

 

 

○継続 扶助費（主な事業） 

   ・障がい者自立支援費 

14億8,423万9千円 

     

 

 

・福祉医療助成費（拡充分を除く） 

     2億6,125万6千円 

 

 

 

 

  ・生活保護費 

     3億6,427万8千円 

 

 

  合計：21億977万3千円 

（前年度：19億4,802万1千円） 

財源内訳： 

（一）  3,500 万円 

財源内訳： 

（県）1 億 293 万 1 千円 

（諸） 1,797 万 7 千円 

（一）1 億 7, 534 万 8 千円 

財源内訳： 

（国）2 億 7,020 万 6 千円 

（県）   273 万 7 千円 

（一）    9,133 万 5 千円 

 

財源内訳： 

（国）7 億 4,198 万 2 千円 

（県）3 億 7,112 万 7 千円 

（一）3 億 7, 113 万円 

 

財源内訳： 

（県）   69 万 3 千円 

（一）  2,118 万 6 千円 
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〇継続 発達支援センター等整備事業： 4,754万1千円 

（前年度：2,536万4千円） 

現在の発達支援センター及びふれあい教育相談センターの建物は、築 40 年余りが経

過し、施設の老朽化及び耐震化の対策が必要で、併せて、施設の狭隘化の解消も必要で

あることから、新たに発達支援センター等の施設を整備します。令和３年度は、実施設

計業務、造成工事等に取り組みます。 

  

 

 

 

 

●拡充 生活困窮者支援事業： 3,460万1千円 

（前年度：440万5千円） 

 経済的困窮、地域からの孤立その他生活上の課題がある人を対象に、生活困窮者自立支

援法を活用して、自立相談支援や家計改善支援、及びハローワークと連携し就労支援を行

うなど、市役所と地域の総合力で、生活再建のための包括的な相談支援事業を実施します。 

 野洲市地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業は、子ども・高齢者・障害

者などすべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高め合うことができる「地域共

生社会」を実現させるべく、 社会福祉法人野洲市社会福祉協議会へ事業委託し、協働によ

り地域への働きかけを強化します。 

 （新規） 

   （１）野洲市地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業 

①アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業 

②地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業 

③参加支援事業 

④地域づくり・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

   （２）就労準備支援事業 

     ※事業費は発達支援センター、生活困窮者自立支援制度補助金を充当 

 （既存） 

（３）自立相談支援事業 

（４）住居確保給付金支給事業 

（５）就労支援事業（やすワーク） 

（６）家計改善支援事業 

（７）子どもの学習・生活支援事業 

（８）多機関の協働による包括的支援体制構築事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

財源内訳： 

（国）   2,493 万４千円 

（一）    966 万７千円 

財源内訳： 

（債）  4,500 万円 

（一）   254 万 1 千円 
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財源内訳： 

（県）  343 万２千円 

（一）   16 万８千円 

○継続 相談支援の体制整備：3,440万円（前年度：3,440万円） 

精神障がいや知的障がい・身体障がいのある人やその家族等が、身近に相談できる

拠点があることで、安心して暮らし続けることができるよう相談支援事業を行います。 

湖南地域（精神障がい者）地域活動支援センターⅠ型事業運営委託料 

          ：1,940万円、うち野洲市負担金：342万7千円 

             （前年度1,940万円、うち野洲市負担金：344万6千円） 

障がい者相談支援事業委託料：1,500万円 

（前年度1,500万円） 

       

 

 

 

 

 

〇継続 消費者行政推進事業 ： 360万円 

                （前年度：370万9千円） 

 悪質商法など消費者取引にかかるトラブルを未然に防ぐための見守り活動の強化及び住

民等への効果的な周知啓発を推進するとともに、消費生活相談対応の質的向上を図り住民

が安心して暮らせる環境づくりに努めます。また野洲市くらし支えあい条例について円滑

に運用し成果をあげるため、以下の事業に取り組みます。 

野洲市くらし支えあい条例に関する行政処分・行政指導等に関する事業 

見守り等の活動の強化・推進事業 

三方よし経営推進事業 

いのちを守る多重債務対策事業 

地域に法律を届ける仕組みづくり事業 

子ども・若者に対する消費者教育推進事業 

 

 

○継続 生活支援体制整備事業＜介護保険事業特別会計＞ 912万8千円  

（前年度:871万6千円） 

誰もが住み慣れた地域でその人らしく暮らせる地域づくりを目指し、市や地域の関係

機関、生活支援サービスを担う事業主体などが連携し、多様な日常生活上の支援体制の

充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていきます。 

 

・生活支援体制整備事業委託料 898万7千円 

・生活支援協議体研究会アドバイザー報償費 

10万5千円 

 

 

 

 

 

 

 

財源内訳： 

 （国） 551 万 4 千円 

 （県）  175 万 7 千円 

 （一） 185 万 7 千円 

財源内訳： 

 （国）   127 万 7 千円 

 （県）   63 万 8 千円 

 （諸） 1,59７万３千円 

 （一） 1,651 万 2 千円 
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◎新規 新型コロナウイルスワクチン接種事業：2億7,238万9千円 

新型コロナウイルス感染症対策として、感染拡大を防止し、市民の生命及び健康を損

なうリスクの軽減や医療への負荷の軽減、社会経済の安定を図るため、全市民を対象に

新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種事業を推進します。 

 

 

 

◎新規 新生児聴覚検査事業：150万円 

新生児期に難聴の有無を早期発見することで、その後の治療やコミュニケーション獲

得等に資する適切な支援が早期に行われ、将来にむけて音声言語発達等への影響が最小

限に抑えられ、早期療育が図られるよう、新生児聴覚検査に係る費用について公費負担

を行い受診者の経済的負担の軽減を図ります。 

 
                          

 

 
◎新規 多胎妊婦健康診査支援事業：17万円 

多胎児を妊娠した市民の支援のため、単胎児妊娠の健診（14回）よりも多く生じる多

胎児妊産婦健康診査に対する公費負担を、5回を限度として追加します。 

 

 

 

『産業・観光・歴史文化』 

 

○継続 多面的機能支払交付金： 6,426万円（前年度：6,552万1千円） 

農業者と非農業者が共同で、または農業者が単独で取り組む農地や農業用施設の保全

活動及び農村環境向上のための活動を支援します。 

 

 

 

 

 

○継続 環境保全型農業直接支払交付金： 2,923万円 

（前年度：3,082万6千円） 

地域の環境を保全するとともに、特色ある地域農産物の生産を拡大するため、環境こ

だわり農業や環境保全に取り組む農業者を支援します。 

 

 

 

財源内訳： 

（県） 4,819 万 4 千円 

（一） 1,606 万 6 千円 

財源内訳： 

（県） 2,192 万 2 千円 

（一）   730 万 8 千円 

財源内訳： 

（国）２億 7,238 万 9 千円 

財源内訳： 

（一）  8 万 5 千円 

（国）  8 万 5 千円 

財源内訳： 

（一） 150 万千円 
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◎新規 創業支援補助金：100万円 

野洲市商工業振興基本計画（令和２年度中に策定）に基づき、創業促進を図るため、

市内で新たに創業する小規模企業者を対象に、創業にかかる経費の一部を補助します。 

 

 

 

 

 

◎新規 観光振興指針の改訂：12万1千円 

  野洲市観光振興指針（平成29年4月）について、現状に応じた観光振興の推進を図る

ため、委員会を開催して見直し（原則５年毎に実施）を行います。 

   ・観光振興指針策定委員報酬等 12万1千円 

 

 

 

 

 

○継続 永原御殿跡保存整備事業：5,486万2千円 

                       （前年度：4,113万2千円） 

  徳川家康・秀忠・家光、三代の将軍が上洛する際に専用宿館とした史跡永原御殿跡に

ついて、整備基本計画書の策定。史跡指定地の境界確定と公有化。整備のための発掘調

査。市民参加の体験学習や調査成果講演会の開催、紙芝居の制作・上演などの普及・活

用事業を行います。 

・史跡等購入事業          3,962万3千円 

・史跡発掘調査事業         369万1千円 

・地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 224万6千円 

・永原御殿跡基本計画策定業務    760万1千円 

 

 

 

○継続 企画展等開催事業：396万4千円 （前年度441万9千円） 
  歴史民俗博物館の秋期企画展として、明治の大発見から 140 年に関連し、大岩山銅鐸

の形成過程やその背景を紹介する展覧会を開催します。 

 

 

 

 

 

財源内訳： 

（一） 100 万円 

 

財源内訳： 

（一） 12 万 1 千円 

 

財源内訳： 

（国）3,628 万 3 千円 

（債） 660 万円 

（一）1,197 万 9 千円 

財源内訳： 

（使）108 万 5 千円 

（諸） 50 万円 

（一）237 万 9 千円 
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『環境・都市計画・都市基盤整備』 

 

◎新規 野洲市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画改定業務：759万円 

  新野洲クリーンセンターの稼働や、災害廃棄物処理計画の策定など計画策定の前提条

件に変動があったことから、基本計画の改定業務を委託します。 

 

 

 

 

 

◎新規 野洲市環境基本計画改定業務：20万7千円 

第２次野洲市環境基本計画の中間見直しに伴い環境審議会を開催し、審議会で中間評

価後、必要に応じ事業計画の見直しを行います。 

・環境審議会委員報酬等  20万7千円 

 

 

 

◎新規 ため池耐震詳細照査業務： 1,500万円 

防災工事の必要性についての判断に資するため、地震等による農業用ため池の決壊の危

険性の評価を行います。 

       

 

 

 

○継続 道路維持工事： 4億6,379万5千円（前年度：8,613万7千円） 

危険度の高い箇所の修繕や整備優先度の高い箇所の整備を行うことで、健全な道路環

境を維持します。 

＜道路維持補修工事： 4億3,952万4千円＞ 

・高速道路跨道橋（里原橋）撤去工事 

・市道久野部小南線1号橋修繕工事 他1橋 

・市道野洲マイアミ線舗装修繕工事 

・市三宅妙光寺線アンダーパス非常用電源改修工事 

・市道中北仲田道線舗装修繕工事他1路線 

＜橋梁定期点検業務：2,307万4千円＞ 

・橋梁点検業務 

 ・北口横断歩道橋点検業務 

 

 

 

 

 

 

財源内訳： 

（国） 1 億 7,373 万円 

（債） 1 億 5,640 万円 

（諸） 1 億 300 万円 

（一）  3,066 万 5 千円 

財源内訳： 

（一）  759 万円 

財源内訳： 

（国）  1,500 万円 

 

財源内訳： 

（一）   20 万 7 千円 
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〇継続 交通安全施設整備事業： 1億2,840万1千円 

（前年度：3,873万5千円） 

通学児童をはじめとする歩行者等の安全確保を図り、道路安全施設等の適正な維持管

理及び整備することにより、交通事故の減少、注意喚起を図ります。また、歩行者と車

両が輻輳し危険な踏切の拡幅を行い、通行者の安全確保を図ります。 

道路照明灯の水銀灯の製造中止に伴い、電気代等の経費が削減できる LED 照明灯に順

次交換します。 

＜交通安全施設整備工事： 1億2,840万1千円＞ 

  ・市三宅小南線他５路線通学路安全対策工事 

  ・市道区画線復旧工事 

  ・街路灯LED化改修工事 

   ・甲賀踏切拡幅工事 

・県事業負担金 他 

 

 

〇継続 市営住宅長寿命化事業： 8,213万7千円（前年度：8,591万6千円） 

野洲市営住宅長寿命化計画に基づき、団地別・住棟別に適切な建替・修繕等を年次的

に実施し、市営住宅の長寿命化を図るとともに、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮

減を目指します。 

・永原第２団地建替実施設計     2,200万円 

・永原第２団地解体工事監理業務   396万円 

 ・永原第２団地解体工事     5,617万7千円 

 

 

 

 

○継続 南桜浄水場膜ろ過装置設置工事＜水道事業会計＞  

：3億3,479万6千円（前年度：5億7,054万8千円） 

 

南桜浄水場に膜ろ過装置を設置し、病原性微生物（クリプトスポリジウムなど）を、

ろ過分離することで、万一の事態に備えたより衛生的な浄水処理を可能にします。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財源内訳： 

（国）  5,152 万 9 千円 

（債）  6,540 万円 

（一）  1,147 万 2 千円 

財源内訳： 

（使）      6 万 9 千円 

（国） 4,106 万 8 千円 

（債） 4,100 万円 

財源内訳：  

（国）     3,000 万円 

（債） 2 億４,890 万円 

（繰）   4,000 万円 

（一）     1,589 万 6 千円 
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〇継続 ストックマネジメント計画策定業務＜下水道事業会計＞  

 ：2,174万7千円（前年度：3,000万円） 

 

長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮し、優先順位付けを

行ったうえで、施設の点検・調査、修繕・改善を実施し、施設全体を対象とした施設管

理を最適化します。 

 

 

 

 

 

 

●拡充 コミュニティバス運行： 7,916万8千円 

（前年度：7,984万8千円） 

公共交通機関の一つであるコミュニティバスを、今後想定される少子高齢化に備え、市民

の一層の利便性を確保するために乗継箇所を現行の５箇所から８箇所に増やすとともに、

音声自動案内を開始し、利便性の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

『市民活動・行財政運営』 

 

〇継続 コミュニティセンターぎおう大規模改修事業： 1億9,891万2千円 

                      （前年度：1,169万8千円） 

  コミュニティセンターぎおうは、開館して30年近く経過しており屋根や外壁などの老

朽化が進んでいることから、令和 3 年度において施設の長寿命化を図るための大規模改

修工事を行います。 

・大規模改修工事監理委託    710万7千円 

・大規模改修工事請負費  1億9,180万5千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財源内訳： 

（債）  1 億 7,900 万円 

（一）      1,991 万 2 千円 

財源内訳： 

（国）     750 万円 

（一）    1,424 万 7 千円 

財源内訳： 

（使）  481 万 1 千円 

（県）  200 万 3 千円 

（一） 7,235 万 4 千円 
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○継続 コミュニティ活動推進事業： 6,816万9千円 

（前年度:7,502万7千円） 

住民と行政の協働によるまちづくりの推進のため、自治会等が取り組む活動に対して

補助金を交付します。 

 ・自治会活動活性化補助金   1,789万4千円 

 ・コミュニティ助成       3,170万円 

 ・自治会館等建設事業補助金  1,848万2千円 

 ・自治連合会補助金        9万3千円 

 

 

 

◎新規 電子申請・手続ガイドサービス導入事業 ： 347万円 

汎用型の電子申請サービス及び転出入等の際に必要な手続きを Web 上で案内する手続

ガイドサービスを新たに導入し、住民サービスの向上と行政事務の効率化を図ります。 

 

 

 

 

 

財源内訳： 

（県）   609 万 2 千円 

（諸） 3,170 万円 

（一） 3,037 万 7 千円 

財源内訳： 

（一）      347 万円 
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資資  料料  編編  １１  
小小・・中中学学校校ににおおけけるる働働きき方方改改革革のの取取組組方方針針  
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 学校における働き方改革の取組方針（概要版） 

～ 教職員が子ども一人ひとりと向き合う時間を確保し、  ＜令和３年度＞ 

共に元気で生きいきと活動できる学校にするために～ 

野洲市教育委員会 

 

○超勤時間月あたり４５時間以内（年間３６０時間）を目指しつつ、月あたり８０時

間を超える教員がなくなるようにします。 

 

 

 

＜勤務時間関係＞             ＜部活動関係＞ 

①平日は午後７時までの退勤を目指します   ①活動は平日２時間以内、休日４時間以内  

②週に１回以上の定時退勤日を設定      ②朝練習は原則なし  

③夏季休業に１週間以上の集中休暇を設定   ※試合等の場合は例外だが、別に休養日等を設ける  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  標 

目標達成のための共通基準 

具体的な取組内容 

(1)学校業務の見直し・効率化  

①大型モニターとデジタル教材活用 (H30～ ) 

②オンライン決済システムの導入（ R1～）  

③諸帳簿や校務書類等のデジタル化  

→校務支援システムの導入（ R2～）  

）  

 

 

(2)部活動の教員負担軽減  

①適切な活動時間と休養日の設定 (H30～ ) 

②部活動の外部指導者の活用  

→部活動外部指導者、指導員の配置検討 (R2～ ) 

(3)専門性を持った多様な人材の活用  

①市費支援員、 SSW（社会福祉専門員）の配置継続  

②事務支援員 (ｽｸｰﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌ)の配置継続 (H30～ ) 

③家庭訪問型学習支援事業の継続（ R2～）  

(4)家庭や地域の力を生かす取組  

①学校応援団による地域の人材活用  

②学校と地域・家庭との連携を深める運営

組織の設置準備（Ｒ３～）  

③地域学校協働活動推進事業の継続（ R1～）  

  

☆国・県への要望 

教職員定数の改善、専門職の県費配置  

(6)学校での指導・運営体制の充実 

①教職員の共通目標による「チーム学校づくり」 

②子どものつながりや力を生かした学校づくり  

③校務分掌組織の改善や会議等の効率化  

 

(5)教職員の勤務時間管理  

①超過勤務時間調査の継続  

②定時退勤日等による退勤促進の取組  

③教職員のﾀｲﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄと意識改革  

☆地域・家庭への発信と理解・協力 

働き方改革の取組についての発信・説明  
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令和３年度 学校における働き方改革の取組方針 
 

野洲市教育委員会  

１ 策定の趣旨 

 学校を取り巻く環境は複雑化・多様化するとともに、学校が担う役割は拡大

し、教職員の負担はますます増加しています。これまでの学校教育は、教職員の

熱い思いや献身的な取組に支えられてきた面があります。しかしながら、教職員

の長時間にわたる時間外勤務の常態化している現状があります。（下表）  

 

   ＜８ヶ月（Ｒ２年度４月～１１月）の野洲市調査結果の平均＞  

  ①月あたり超過勤務時数の教職員の平均は約５０時間  

  ②月あたり 80 時間以上超過勤務の教職員の割合は１８％ 

 

 このような状況は、教職員の健康を損なう恐れがあるとともに、子どもたちの

教育にも大きな影響を及ぼすことが考えられます。こうした教職員の長時間勤務

を改善していくことが喫緊の課題であり、県が「学校における働き方改革取組方

針」を検討し策定しました。本市でも、この方針を受け、教職員が子ども一人ひ

とりと向き合う時間を確保し、子どもと教職員が共に元気でいきいきと活動でき

る学校を目指し、具体的な取り組み方針を策定するものです。  

 

２ 目標 
 

市内小中学校教職員の月あたり超過勤務時間について 

月あたり４５時間以内（年間３６０時間以内）を目指しつつ、月あたり  

８０時間を超える教員がなくなるようにします。  

     

 

３ 目標達成のための共通基準 

 

（１）勤務時間関係  

①平日は午後７時までの退勤をめざします。 

②週に１回以上は定時退勤日を設定します。  

③夏季休業期間に、１週間以上の集中休暇期間を設定します。  

 

（２）部活動関係  

  ①休養日は週２日以上（平日１日と土日祝日のうち１日）とします。  

  ②活動時間は平日概ね２時間以内、土日祝日概ね４時間以内とします。  

  ③朝練習は原則行いません。 

  ※ただし、大会や練習試合等の場合は上記の限りではありませんが、その場

合については、別に休養日を設けるなどの工夫をします。 
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４ 具体的な取組内容 

 

（１）学校業務の見直し・効率化  

  ①平成３０年度に設置・導入した校務用（授業兼用）パソコン、大型モニ

ター、指導用デジタル教科書を有効活用し、授業改善を進めます。  

  ②指導要録や出席簿等のデジタル化を進め、業務の効率化を図ります。  

 →学齢簿連携システム運用開始（令和３年１月～）  

  保健管理関係システム一部運用開始（令和３年４月～）  

  学校徴収金・備品管理システム運用開始（令和３年４月～）  

  中学校成績管理システム運用開始（令和３年度中）  

  ※小学校成績管理システムは運用開始済み（令和 2 年度～）  

③令和元年度に導入した口座振替等のオンライン決裁システムを有効活  

用し、人為的ミスを未然に防ぎます。  

④各校で、会議の効率化や精選、教材や資料のデジタル化と共有化を図り、 

   文書や教材作成の効率化を進めます。 

 

（２）部活動についての教員の負担軽減  

  ①平成３０年度に設定した活動時間と休養日を順守します。  

  ②平成３１年３月策定の部活動方針に則り再度部活動について見直しま  

す。  

③学校の実態に応じて、部活動の外部指導者の活用を進めます。  

→部活動の外部指導者、市による部活動指導員の配置を検討します。  

 

（３）専門性を持った多様な人材の活用  

①市費による学校教育指導員や支援員等の配置を継続します。  

教職員の事務負担軽減のため、スクール・サポート・スタッフを令和  

３年度も全小中学校に継続配置します。  

②事務職員の積極的な校務運営への参加を進めます。  

③令和２年度から開始した家庭訪問型学習支援事業により、組織的な不

登校児童生徒支援を図ります。  

 

（４）家庭や地域の力を生かす取組  

①学校応援団事業による地域人材の活用を進めるとともに、学校と地

域・家庭との連携を深める運営組織設置準備を始めます。  

  ②働き方改革の取組について、文書や説明会等で保護者や地域へ発信しま

す。（部活動時間縮減や夜の電話対応について理解を求めます）  

  ③県地域学校協働活動推進事業による学校応援団事業の見直しをすすめ

ます。 
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（５）教職員の勤務時間管理  

  ①ＱＲコードによる出退勤システムの運用を開始、教職員の負担を減らす

とともに、より客観的な超過勤務時間の把握に努めます。  

  ②教職員自らが勤務時間を自己管理し、自己目標を設定することにより、

タイムマネジメントの意識向上を図ります。研修も実施します。  

  ③令和３年度以降、業務終了アナウンス付きの電話機を順次配置していく

予定です。  

  ④夏季休業期間中に教職員集中休暇期間４日間を設定し、実質９連休の実

現を図ります。  

 

（６）学校での指導体制の充実  

   ①全教職員で実践できるわかりやすい共通の指導目標を掲げ、教職員間で

達成感が共有できる「チーム学校づくり」を目指します。 

   ②授業や特別活動等で、子どもどうしのつながりを大切に、子どもの自治

能力を高め、「子どもの力を生かした学校づくり」を目指します。  

  

（７）その他 

    市での人材確保には限界があります。教職員定数の拡大や専門的人材の

県費任用が必要であり、このことについて国や県に継続して要望します。 
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資資  料料  編編  ２２  
野野洲洲市市のの概概要要  

学学校校・・園園のの概概要要  
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野洲市は、平成１６年１０月１日に旧中主町と野洲町が合併して誕生しました。 

 

 

 

野洲市は、滋賀県の南西部に位置しています。近江富士と呼

ばれる美しい三上山、そして野洲川や日野川を有しています。

また、西は守山市・栗東市、南は湖南市、東は竜王町、北は近

江八幡市、そして北西部は日本最大の湖である琵琶湖に接する

面積８０．１４ｋ㎡のまちです。 

 

貴重な自然に恵まれた温暖な気候の中で、住民の心を和ませ

るすばらしい環境を形成した、緑豊かで風光明媚な調和のとれ

た土地利用が図られています。中心部では京阪神のベッドタウ

ンとして都市化が進む一方、山地、湖岸においては公園やレクリエーション施設が集積して

おり、地域内外から多くの人が訪れるまちです。 

 

 さらに琵琶湖、野洲川を

はじめとした水源に恵まれ、

肥沃な土地を生かして古代

から稲作が盛んで、近代化

に向けた農業の振興と美し

い田園風景保全の取り組み

がされています。 

 また、豊かな自然と歴史

に恵まれて、計２４個の銅

鐸が出土した「銅鐸のまち」

としても知られています。

数多くの古墳群や神社仏閣

を有した歴史・文化遺産が

点在するまちです。 

 

 以前から、利便性の高い交通網整備を背景として、京阪神都市圏への近接性が高まり、先

端技術分野を中心とした企業立地が進んでいます。 

 

 

 

勇壮な“三上山（近江冨士）” 

２．位置・地勢等 

１．市の沿革 

 

野洲市の概要 
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令和３年４月１日現在の人口・世帯数は次のとおりです。 

 

人 口 ５０，８４０ 人 

内    訳 
男 ２５，３８０ 人   

女 ２５，４６０ 人  

世帯数 ２０，６７６ 世帯 

野洲市 市民部 市民課 人口世帯集計表より 

 

 

 

 

 

面積（都市計画区域等）内訳 

総 面 積 

 

８０.１４ｋ㎡ 

都
市
計
画
区
域 

市街化区域 

７．９６４ｋ㎡ 

（都市計画区域に占める 

構成比率：１３％） 

市街化調整区域 

５２.５９６ｋ㎡ 

（都市計画区域に占める 

構成比率：８７％） 

湖沼（琵琶湖水面） １９．５８０ｋ㎡ 

      総務省統計局 全国都道府県市区町村別面積調より 

滋賀県土木交通部都市計画課発行 滋賀の都市計画より 

 

 

 

 

 野洲市役所 滋賀県野洲市小篠原２１００番地１ 

 

東 経 １３６度１分３２秒 

北 緯 ３５度４分０２秒 

   総務省統計局 全国都道府県市区町村別面積調より 

                          

 

 

 

 

 

３．人口・世帯 

５．市役所の位置 

４．市の面積 
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１．幼 稚 園  

（１）園児数 令和３年４月１日現在 

区 分 学級数(クラス) 園児数(人) 

中主幼稚園 １０ ２１４ 

野洲幼稚園 ６ ９５ 

ゆきはた幼稚園 ７ ２３ 

さくらばさま幼稚園 ５ ２０ 

三上幼稚園 ５ ３４ 

祇王幼稚園 ６ １０４ 

篠原幼稚園 ５ ３２ 

北野幼稚園 ９ １９４ 

合  計 ５３ ７１６ 

 

 

   

※　各年５月１日現在（資料：学校基本調査） (単位：人）

　区　分 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

中主幼稚園 303 284 248 233 214 213 194

野洲幼稚園 246 218 177 154 119 121 99

ゆきはた幼稚園 15 24 25 21 20

さくらばさま幼稚園 21 28 32 24 24 19 20

三上幼稚園 64 54 48 43 48 49 42

祇王幼稚園 153 145 131 130 131 133 124

篠原幼稚園 43 43 33 28 31 33 34

北野幼稚園 209 208 211 204 217 217 222

計 1039 980 895 840 809 806 755

幼
稚
園

303

284

248

233

214

213

194

246

218 177

154

119 121

99

64
54

48 43 48 49
42

153 145

131 130 131
133

124

43 43
33 28 31 33

34

209

208 211

204

217

217 222

0

50

100

150

200

250

300

350

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

人 中主幼稚園 野洲幼稚園

三上幼稚園 祇王幼稚園

篠原幼稚園 北野幼稚園

学校・園の概要 

（２）市立幼稚園 園児数の推移 

（３）市立幼稚園 園児数の推移グラフ 
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２．小 学 校  

（１）児童数 令和３年４月１日現在 

区 分 学級数(クラス) 児童数(人) 

中主小学校 ２７ ６４１ 

篠原小学校 ９ １７４ 

祇王小学校 ２４ ５０３ 

三上小学校 １０ １８０ 

野洲小学校 ３４ ７８８ 

北野小学校 ２８ ６６６ 

合  計 １３２ ２，９５２ 

 

 

 

  

※　各年５月１日現在（資料：学校基本調査）

児童数
(人)

学級数
(学級)

児童数
(人)

学級数
(学級)

児童数
(人)

学級数
(学級)

児童数
(人)

学級数
(学級)

児童数
(人)

学級数
(学級)

児童数
(人)

学級数
(学級)

児童数
(人)

学級数
(学級)

中主小学校 695 26 686 26 719 28 716 29 710 30 681 29 671 29

篠原小学校 154 8 148 8 150 8 161 8 163 8 168 9 173 9

祇王小学校 593 24 593 25 580 25 565 25 543 24 529 23 514 22

三上小学校 229 10 216 9 217 10 217 10 203 10 196 10 178 10

野洲小学校 870 32 846 31 865 33 843 32 846 34 826 34 809 34

北野小学校 486 22 499 22 534 22 537 22 560 21 608 24 646 26

計 3,027 122 2,988 121 3,065 126 3,039 126 3,025 127 3,008 129 2,991 130

令和元年 令和2年

小
学
校

　区　分

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

695 686
719 716 710

681 671

154 148 150 161 163 168 173

593 593
580 565

543

529
514

229 216 217 217 203 196
178

870 846
865

843 846 826
809

486
499

534 537
560

608
646

0
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800

900

1000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

人
中主小学校 篠原小学校 祇王小学校

三上小学校 野洲小学校 北野小学校

（２）市立小学校 児童数の推移 

（３）市立小学校 児童数の推移グラフ 
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３．中 学 校  

 

（１）生徒数 令和３年４月１日現在 

区 分 学級数(クラス) 生徒数(人) 

中主中学校 １３ ３３３ 

野洲中学校 ２０ ５１４ 

野洲北中学校 ２１ ５２６ 

合  計 ５４ １，３７３ 

 

 

 

 

 

  

※　各年５月１日現在(資料：学校基本調査）

生徒数
(人)

学級数
(学級)

生徒数
(人)

学級数
(学級)

生徒数
(人)

学級数
(学級)

生徒数
(人)

学級数
(学級)

生徒数
(人)

学級数
(学級)

生徒数
(人)

学級数
(学級)

生徒数
(人)

学級数
(学級)

中主中学校 355 13 359 13 333 13 342 14 314 12 342 13 326 13

野洲中学校 500 19 522 20 517 20 532 20 507 20 523 20 519 20

野洲北中学校 537 19 526 17 529 18 559 20 556 21 547 20 498 20

計 1,392 51 1,407 50 1,379 51 1,433 54 1,377 53 1,412 53 1,343 53

令和元年 令和2年

中
学
校

区　分

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

0
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平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

355 359

333 342

314
342

326

500
522

517 532
507
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537 526 529

559 556
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498

中主中学校 野洲中学校 野洲北中学校

（２）市立中学校 生徒数の推移 

（３）市立中学校 生徒数の推移グラフ 
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資資  料料  編編  ３３  
教教育育委委員員会会のの仕仕組組みみとと仕仕事事  

野野洲洲市市教教育育委委員員会会のの沿沿革革  
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（１）教育委員会とは 

 教育委員会は、教育の政治的中立性を保持し、学校教育や生涯学習等の振興を図るため

設置された、市長から独立した執行機関です。 

 教育委員会は、教育長と４人の委員による合議制の機関となっています。 

 教育委員会は、次の３点を目的として設置されています。 

① 政治的中立性・安定性の確保 

② 地域住民の多様な意見を反映 

③ 生涯学習などの教育行政の一体的な推進等 

 教育委員会の権限に属する事務は、教育委員会の会議によって処理することとなってお

り、教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針等について審議し、決定しています。 

 

（２）教育長・教育委員会委員 

① 任命 

 教育長は、人格が高潔で教育行政に関し識見を有するもののうちから、市長が議会の

同意を得て、任命されます。 

委員は、人格が高潔で教育・学術及び文化に関し識見を有する者のうちから、市長が

議会の同意を得て、任命されます。 

教育長の任期は３年、委員の任期は４年以内で、再任されることがあります。 

 

② 教育長と教育長職務代理委員 

教育長は、教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表します。教育長職務代理委

員は、教育長に事故があるとき、教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長が指名する

委員が教育長の職務を代行します。 

 

③ 教育長・教育委員会委員名簿 

職 名 氏  名 教育長・委員としての任期 

教育長 西 村  健 
平成 30 年 4 月 1 日 

～令和 6 年  3 月 31 日 

委 員 

教育長職務代理者 
立 入  利 晴 

平成 29 年 11 月 18 日 

～令和 3 年 11 月 17 日 

委 員 瀬 古  良 勝 
平成 30 年 11 月 18 日 

～令和 4 年 11 月 17 日 

委 員 南出  久仁子 
令和元年 11 月 18 日 

～令和 5 年 11 月 17 日 

委 員 山 﨑  玲 子 
令和 2 年 11 月 18 日 

～令和 6 年 11 月 17 日 

 

（３）教育委員会の会議 

  原則、毎月１回の定例会を、必要に応じて臨時会を開催し、市の教育行政に関する事項

について審議を行っています。 

１．教育委員会の仕組み 

教育委員会の仕組みと仕事 
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（１） 学校の授業の研究・指導、生徒指導・進路指導、教師に対する指導 

（２） 学校などの教育施設の整備・管理 

（３） 教育委員会事務局・学校などの職員の人事 

（４） 生涯学習の情報や機会の提供、図書館や博物館の事業の企画・運営 

（５） 文化財の調査、保護、啓発 

（６） スポーツ事業の実施や指導、スポーツ施設の運営 

（７） 青少年の健全育成、文化芸術の振興 

（８） 人権に関する教育、啓発など 

 

 

  

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条の2項の規定に

基づく内部組織、同第30条に基づいて設置された教育機関を図式

したものです。　（令和３年４月１日現在）
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２．教育委員会の仕事 

３．教育委員会の組織図 
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教育委員会事務局 

所 属 名 担 当 等 所 在 地 郵便番号 電話番号 FAX番号 

教育総務課 庶務、施設 
野洲市小篠原 2100 番地 1 

(庁舎別館) 

 

520-2395 587-6014 587-3835 

学校教育課 

学校教育･学校保健･

学校人権教育・ 

幼稚園教育 

育 

同 上 同 上 587-6017 587-3835 

生涯学習スポー

ツ課 

生涯学習振興・文化

振興・青少年教育・ 

スポーツ振興・地域

学校協働活動担当 

同 上 同 上 587-6053 587-3835 

 

スポーツ 

施設管理室 

総合体育館・ 
海洋センター 

野洲市冨波甲 1339 番地 

   （総合体育館内） 
520-2351 587-3477 587-3276 

国スポ・ 

障スポ大会 

推進室 

国スポ・障スポ 
大会推進担当 

野洲市小篠原 2100 番地 1 

(庁舎別館) 
520-2395 587-6053 587-3835 

文化財保護課 
文化財保護・ 

文化財啓発 

野洲市西河原 2400 番地 

（北部合同庁舎内） 
520-2423 589-6436 589-5444 

 

 

教育機関等（幼稚園） 

機 関 名 名  称 所 在 地 郵便番号 電話番号 FAX番号 

市立幼稚園（８園） 

中主幼稚園 野洲市吉地 1120番地 1 520-2413 589-2232 589-5941 

野洲幼稚園 野洲市小篠原 2142 番地 25 520-2331 587-1265 587-2062 

ゆきはた幼稚園

（こども園） 
野洲市行畑一丁目 2番 25号 520-2341 588-3690 588-0802 

さくらばさま幼稚園

(こども園) 
野洲市小篠原 200番地 520-2331 588-0295 588-1257 

三上幼稚園 

（こども園） 
野洲市三上 134 番地 520-2323 588-2672 588-0532 

祇王幼稚園 野洲市永原 474 番地 520-2304 588-2737 588-0689 

篠原幼稚園 

（こども園） 
野洲市大篠原 1414 番地 2 520-2313 588-4907 586-8252 

北野幼稚園 野洲市市三宅 248番地 520-2362 587-5332 587-2130 

 

 

 

４．教育委員会の組織表 
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教育機関等（その他の機関） 

機 関 名 業 務 内 容 等 所 在 地 郵便番号 電話番号 FAX番号 

教育研究所 

教育に関する調査

研究、教育関係職員

研修 

野洲市小篠原 2100 番地 1 

(庁舎別館 ２階) 
520-2395 587-6028 587-3835 

学校給食センター 学校給食 野洲市八夫 2479番地 520-2433 589-1011 589-1022 

ふれあい教育相談

センター 

就学児童・生徒及び

就学前児童支援 
野洲市小篠原 1965 番地 4 520-2331 587-6925 587-2004 

歴史民俗博物館 
歴史、芸術、民俗等

調査研究等 
野洲市辻町 57番地 1 520-2315 587-4410 587-4413 

野洲図書館 
図書館運営・ 

情報発信 
野洲市辻町 410 番地 520-2315 586-0218 587-5976 

野洲文化ホール 

施設貸し出し 

公演等文化事業 

開催 

野洲市小篠原 2142 番地 520-2331 587-1950 586-1563 

さざなみホール 

施設貸し出し 

公演等文化事業 

開催 

野洲市比留田 3313 番地 3 520-2422 589-3111 589-3105 

総合体育館 

教室事業運営 

施設貸し出し 

体育関連事業開催 

野洲市冨波甲 1339 番地 520-2351 587-3477 587-3276 

中主Ｂ＆Ｇ海洋 

センター 

教室事業運営 

施設貸し出し 

体育関連事業開催 

野洲市六条 460 番地 520-2412 589-5100 589-5525 

なかよし交流館 

野洲ほほえみ 

スポーツクラブの

指定管理施設 

施設管理運営・ 

障がい者の 

スポーツ事業開催 

野洲市冨波甲 1339 番地 24 520-2351 587-6511 587-6511 

教育機関等（学校） 

機 関 名 名  称 所 在 地 郵便番号 電話番号 FAX番号 

市立小学校（６校） 

中主小学校 野洲市西河原 712番地 520-2423 589-2012 589-2025 

篠原小学校 野洲市大篠原 1414 番地 520-2313 587-0179 587-2177 

祇王小学校 野洲市上屋 1169番地 520-2316 587-0129 587-2428 

三上小学校 野洲市三上 111 番地 520-2323 587-0049 587-2245 

野洲小学校 野洲市小篠原 1147 番地 520-2331 587-0062 587-2702 

北野小学校 野洲市市三宅 240番地 520-2362 587-0058 587-2468 

市立中学校（３校） 

中主中学校 野洲市六条 377 番地 520-2412 589-2036 589-4978 

野洲中学校 野洲市小篠原 510番地 520-2331 587-0341 587-6768 

野洲北中学校 野洲市永原 1690番地 520-2304 587-3693 587-6499 
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昭和３０年 ４月 

昭和３０年 ４月 

野洲町・祇王村・篠原村が合併し、野洲町として発足 

中里村・兵主村が合併し、中主町として発足 

昭和３１年１１月 中主町立中主中学校体育館竣工 

昭和３２年 ３月 中洲村の一部（吉川、菖蒲、喜合）が中主町に編入 

昭和３３年 ２月 

昭和３３年 ３月 

中主町給食調理室竣工 

中主町立中主小学校校舎増築 

昭和３７年 ４月 中主町立有隣館開館 

昭和３８年 ２月 野洲町立野洲中学校体育館竣工 

昭和３９年１０月 中主町第１回町民運動会開催 

昭和４０年 ３月 中主町立中主中学校校舎増築 

昭和４２年 ４月 

昭和４２年 ５月 

野洲町立学校給食共同調理場竣工 

中主町立中主幼稚園開園 

昭和４３年 ８月 中主町立中主公民館竣工 

昭和４４年 ３月 中主町第１回町民文化祭開催 

昭和４６年 ４月 野洲町立野洲幼稚園開園 

昭和４８年 ４月 野洲町立視聴覚ライブラリー設置 

昭和４９年 ４月 野洲町立篠原幼稚園開園 

昭和５０年 ４月 
野洲町立野洲西小学校を野洲町立野洲小学校に、また、野洲町立野洲東

小学校を野洲町立三上小学校に名称変更並びに野洲町立三上幼稚園開園 

昭和５１年 ４月 野洲町立祇王幼稚園開園 

昭和５４年 ２月 

昭和５４年 ３月 

中主町立学校給食センター竣工 

中主町立町民グラウンド竣工 

昭和５４年 ７月 

昭和５４年 ８月 

野洲町地域総合センター竣工 

野洲町立図書館開館 

昭和５５年１１月 中主町文化協会設立 

昭和５６年１０月 中主町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館竣工 

昭和５７年 ６月 中主町Ｂ＆Ｇ海洋センタープール竣工 

昭和５８年 ４月 

 

野洲町立北野小学校開校 

野洲町立中央公民館・野洲文化ホール開館 

中主町立中主中学校校舎改築工事完成 

昭和５９年 ４月 野洲町立野洲北中学校開校 

昭和６０年 ２月 野洲町大岩山古墳群国史跡指定 

昭和６０年 ４月 中主町立中主小学校新校舎竣工 

昭和６１年 ８月 野洲町立野洲小学校本館棟大規模改造工事竣工 

野洲市教育委員会の沿革 
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昭和６２年 ８月 

昭和６２年１０月 

野洲町立野洲中学校体育館大規模改造工事竣工 

中主町立中主中学校コンピュータ導入 

昭和６３年 ４月 

昭和６３年１１月 

野洲町立北野幼稚園開園 

野洲町立歴史民俗資料館開館及び弥生の森歴史公園開園 

平成 元年 ４月 

平成 元年 ８月 

野洲町立総合体育館のうち体育館開館 

野洲町立篠原小学校本館棟大規模改造工事竣工 

平成 ２年 ８月 

 

野洲町立温水プール開館及び野洲町立文化小劇場開館 

野洲町立野洲中学校普通教室棟大規模改造工事竣工 

平成 ３年 ４月 

平成 ３年 ８月 

野洲町立祇王社会教育センター開館、宮山二号墳史跡公園開園 

野洲町立野洲中学校特別教室棟大規模改造工事竣工 

平成 ４年 ４月 

 

平成 ４年 ７月 

平成 ４年１０月 

野洲町立幼稚園２年保育移行・ふれあい教育相談室開設・ 

野洲町立篠原社会教育センター開館 

中主町立豊積の里総合センター開館 

中主町立中主中学校海外派遣事業開始 

平成 ５年 ４月 

 

平成 ５年 ８月 

野洲町立三上社会教育センター開館及び野洲町立野洲社会 

教育センターを野洲町立中央公民館に併設 

野洲町立三上小学校本館棟大規模改造工事竣工 

平成 ７年 ５月 

平成 ８年 ３月 

 

中主町立中主ふれあいセンター開館 

野洲町立野洲中学校柔剣道場開館 

野洲町立小学校コンピュータ導入 

平成 ８年 ９月 中主町立中主中学校とアメリカミシガン州ベアリン・ 

スプリングス中学校との交流事業開始 

平成 ９年 ４月 

 

野洲町立中学校コンピュータ導入 

野洲町立図書館コンピュータ導入 

平成１０年 ４月 

平成１０年１１月 

平成１１年 ３月 

野洲町立コミュニティセンターきたの開館 

野洲町立祇王小学校大規模改造工事竣工 

野洲町立野洲小学校防音対策工事完了 

平成１２年 ２月 中主町立中主中学校校舎改築工事竣工 

平成１３年 ４月 

平成１３年１１月 

平成１４年 ３月 

中主町さざなみ振興事業団設立 

野洲町立桜生史跡公園開園 

野洲町立新図書館竣工、野洲町立三上幼稚園新築移転 

平成１４年 ４月 

平成１４年 ７月 

平成１４年 ８月 

中主町立中主幼稚園移転新築・３年保育・預かり保育開始 

野洲図書館分室開館（野洲町立図書館を野洲図書館分室へ） 

野洲図書館開館（辻町地先） 

平成１５年 ６月 野洲町立野洲小学校、野洲幼稚園整備工事竣工（ＰＦＩ事業） 

平成１６年 ５月 

 

平成１６年 ９月 

平成１６年１０月 

野洲町立野洲小学校以外の４校、２中学校コンピュータ導入 

野洲町立野洲幼稚園整備工事竣工 

野洲町立野洲小学校整備工事竣工 

野洲市誕生（中主町・野洲町の合併） 
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平成１７年 ４月 

平成１７年１０月 

平成１８年 ２月 

野洲市立野洲、三上、篠原各幼稚園３年保育開始 

野洲市立祇王幼稚園増築工事竣工 

野洲市立北野幼稚園増築工事竣工 

平成１８年 ４月 

 

平成１９年 ３月 

野洲市立祇王、北野幼稚園３年保育開始 

野洲市立三上幼稚園預かり保育開始 

野洲市立祇王小学校耐震補強及び大規模改修工事竣工 

野洲市学校給食センター新築工事竣工 

野洲市立なかよし交流館新築工事竣工 

平成１９年 ９月 

平成２０年 ３月 

 

野洲市立中主中学校コンピュータ入替え導入 

野洲市立中主小学校コンピュータ入替え導入 

野洲市立小・中学校（体育館）ＡＥＤ設置 

平成２１年 ９月 

 

平成２２年 ３月 

野洲市立北野小学校体育館屋根改修工事竣工 

野洲市立中主小学校便所改修工事竣工 

野洲図書館分室閉館 

平成２２年 ４月 

平成２２年 ９月 

平成２３年 ３月 

 

野洲市立野洲・北野・祇王幼稚園預かり保育開始 

野洲市立小・中学校校務用コンピュータ導入 

野洲・祇王学童保育所新築棟竣工 

野洲市立野洲中学校改築棟竣工 

平成２３年 ４月 

平成２３年 ６月 

平成２３年１０月 

平成２３年１１月 

平成２３年１２月 

 

平成２４年 １月 

 

平成２４年 ３月 

 

野洲市立篠原こども園開設（篠原こども園で預かり保育開始） 

野洲市立三上小学校改築棟竣工 

野洲市立祇王小学校体育館耐震補強及び大規模改修工事竣工 

野洲市立野洲小学校体育館耐震補強及び大規模改修工事竣工 

野洲市立篠原小学校特別教室棟、体育館耐震補強及び 

大規模改修工事竣工 

野洲市立三上小学校本館、南館耐震補強及び大規模改修工事竣工 

野洲市立中主こどもの家、北野こどもの家竣工 

野洲市立野洲中学校新館、体育館耐震補強及び大規模改修工事竣工 

中主Ｂ＆Ｇ海洋センタープール改修工事竣工 

野洲市立幼稚園保育室エアコン導入 

平成２４年 ４月 

 

平成２４年 ８月 

平成２４年１１月 

平成２５年 ３月 

平成２４年度組織・機構の改編により、こどもの家に関する事務の 

所管を健康福祉部へ移す。 

野洲市立小・中学校普通教室エアコン導入 

篠原小学校教室棟改築工事竣工 

（財）野洲市文化スポーツ振興事業団解散 

平成２５年 ８月 

平成２５年１０月 

 

平成２６年 ３月 

 

野洲市立祇王小学校増築工事竣工 

野洲市立篠原小学校管理棟工事竣工 

野洲市立小、中学校の校舎等全ての建築物耐震化完了 

野洲市立北野小学校増築工事完了 

野洲市立野洲北中学校柔剣道場新築棟竣工 

平成２６年 ４月 野洲市立さくらばさま幼稚園開園 
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平成２７年 ４月 新教育委員会制度移行 

平成２８年 ４月 

 

 

平成２８年 ７月 

野洲市立ゆきはた幼稚園開園 

平成２８年度組織・機構の改編により、人権教育に関する 

事務（学校教育関係を除く）の所管を総務部へ移す。 

野洲市３方よし人材バンク開始 

平成２９年１２月 

平成３０年 ３月 

野洲図書館 図書宅配・郵送サービス開始 

中主Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館大規模改修工事完了 

平成３０年 ４月 

平成３０年 ８月 

平成３１年 ３月 

学校における働き方改革の取組方針策定 

校務用ＰＣ更新、デジタル教科書・大型表示装置導入 

体育センター閉鎖 

平成３１年 ４月 

令和 元年 ９月 

令和 ２年 ３月 

三上幼稚園（こども園）開園 

全小・中学校コンピュータ教室タブレット整備 

永原御殿跡及び伊庭御殿跡 史跡指定（文部科学省告示第 17号） 

新型コロナウイルス感染症に伴う休校措置（3/4～3/24） 

令和 ２年 ４月 

 

令和 ２年 ７月 

令和 ３年 ２月 

 

令和 ３年 ３月 

新型コロナウイルス感染症に伴う休校措置（4/14～5/31） 

統合型校務支援システム導入 

健康スポーツセンター開所 

野洲市立中主小学校体育館大規模改修工事竣工 

野洲市立野洲北中学校南校舎大規模改修及び校舎増築工事竣工 

全小中学校児童生徒１人１台タブレット端末整備 

永原御殿跡及び伊庭御殿跡 史跡追加指定（文部科学省告示第 49号） 

野洲市立中主小学校旧館校舎解体工事完了 

野洲市立中主小学校校舎増築工事竣工 

三上幼稚園（こども園） 平成 31 年 3 月 

                 増築 

中主Ｂ＆Ｇ海洋センター 平成 30 年 3 月 

              大規模改修 
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永原御殿跡及び伊庭御殿跡  令和 2 年 3月 

江州永原御茶屋御指図Ⅳトレース図 

健康スポーツセンター 令和 2 年 7 月 

開所 

全景 

永原御殿跡_鳥瞰 

59



  

 

 

 

 

 

 

 

野洲北中学校       令和 3 年 2 月 

増築・南校舎大規模改修 

中主小学校        令和 3 年 2 月 

増築・体育館大規模改修 

健康スポーツセンター 正面 

中主小学校 体育館内部 
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元元気気なな学学校校・・園園づづくくりり  
令令和和３３年年度度のの幼幼稚稚園園・・小小中中学学校校のの取取組組みみ  
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野野  洲洲  市市  立立  幼幼  稚稚  園園  
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　（園教育目標)　心豊かで　たくましく　生き生きとした子どもの育成

　

　

自分で考え、行動する子ども 自分にも人にもやさしい子ども 元気にあそぶじょうぶな子ども

めざす子ども像

生活習慣の確立と運動遊びやリズム遊び、

散歩、当番活動等を日々の生活に取り入れ、

集中して遊びこめるたくましい身体、友だちと

合わせたりするしなやかな身体を育て、自ら意

欲的に取り組める身体づくりを土台に、子ども

の自信や根気につなげていけるよう継続的な

活動を進めます。

わくわくどきどきの体験や活動を通して、感動する心

や不思議に思う気持ち、意欲を大切に育て、学びの基

礎となる、試したり考えたりする力を育てるため、子ども

の興味関心を様々な活動に繋げていけるよう、保育環

境を工夫していきます。

学びの力を育てる

安心して過ごせる場で、保育者や友だちに言葉で

思いを伝え、自分の思いに共感される喜びを味わ

いながら、互いの存在を認め合い、一緒に遊ぶ楽し

さを感じ合える仲間関係を育てる取り組みを進めて

いきます。また、地域の人との様々な交流を通し

て、地域を大切に思う心を育てていきます。

野洲市立中主幼稚園

こころを育てる からだを育てる

地域との連携

（地域学校協働活動）

校園所の連携

就学前から中学校までの
一貫した取り組み

（あいさつ運動・読書月間）

家庭との連携

家庭教育スタンダード

の実践

中主学区カレンダー

の活用

言葉で伝えあう力の育成
遊んだ後は、毎日振り返り時間を持ち、自分の思いを話

したり、友だちの話から視野を広げたりします。 生活体

験をごっこ遊びに取り入れ、役割分担したり、言葉でやり

とりをしたりしながら、社会のしくみを遊びを通して学びま

す。また、異年齢と関わり、親しみやあこがれの気持ち、

相手を思いやる心も育てています。

地域の方との交流
さつまいもほり、じゃがいも植えに兵主太鼓など、自然

体験や伝統文化に触れる経験をさせていただいていま

す。子どもたちの言葉の力を育むために、絵本サーク

ルさんによる読み聞かせもしていただいています。様々

な方との出会いを大切にし、年度末に感謝の気持ちを

こめて、『ありがとう』の手紙を送ります。

幼児期の終わりまで

に育ってほしい

１０の姿豊かな感性

と表現

言葉による

伝え合い

健康な

心と体 協同性数量や図形、

標識や文字な

どへの関心・

感覚

自立心

自然との関わり・

生命尊重

道徳性・規範意識
の芽生え

思考力の

芽生え

社会生活との関

わり

小学校へのなめらかな接続

実際に小学校に行って体験することで、不安が少な

くなり、小学校への期待が高まります。

また、学習内容のつながりについても、職員間で話

し合い、幼稚園から小学校へのスムーズな接続を進

めていきます。

主体的に遊ぶことを大切にし、自然体験を通し

て感じる・試す・工夫する力を育てる
「きらきらたいむ」で自分のやりたい遊びを存分に楽

しむ子どもたち。自然体験の中で、見る・触る・匂いを
かぐ・聞く・味わう…など、五感を通して感じたことが、

学びへの意欲につながります。

学校生活の様子をスライドを使って教えてもらいました
小学校の校庭を体験しました
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幼児にとって、遊ぶことは、学ぶこと！

人と関わり、豊かな感性と、表

現力を身につけ、互いに認め

合える子どもをめざします。

- 豊かな人間性 -

しなやかな心と身体、粘り強く頑

張る子どもをめざします。

- 基本的生活習慣の確立 -

- 健康な心と身体 -

めざす子ども像

教育目標 たくましさとやさしさをもつ子どもの育成 

のびのびと

たくましい子ども
人を大切に

する子ども

自ら気づき、考え

行動する子ども

小学校以降の学びつなげていく（学びの連続性） 

※幼児期の終わりまでに育ってほしい姿は、３歳、４歳、５歳それぞれの時期の発達の積み重ね） 

遊びのサイクル

しなやかな身体

ゆたかな心
（自尊感情）

「おや？」

（気づき・興味）

「やってみよう」

（意欲・探求心）

「みてみて」

（伝達・共同）

「もっとやりたい」

（新たなる発見・試行錯誤）

野洲市立野洲幼稚園

 

主体的、意欲的に、環境に関わ

り、自ら考え、行動しょうとする子

どもをめざします。

- 学びに向かう力の基礎 -

語り合おう！認め合おう！高め合おう！環境を通したゆたかな遊びの場の保障

重要目標

次のステップ

「おもしろい」「わかった」

（刺激・発見）

学びに向かう力
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教育（保育）目標　　　たくましく、心豊かな子どもを育てる
 

   めざす子ども　　げんきな子　・　やさしい子　・　かんがえる子　・　がんばる子

好奇心いっぱい笑顔いっぱい元気 いっぱい 友だちいっぱい

・地域の自然の中で五

感を十分に働かせて遊

ぶ。

・主体的に環境にかか

わって遊び、科学的な

ものの見方の基礎と学

びへの意欲を育む。

・命の不思議さや大切

さに気づく経験をす

る。

・安心して園生活が送

れるようにし、自分や

まわりの人が大切な存

在だと感じられるよう

にする。

・好きな遊びや活動が

あり、見通しや自信を

もって活動し、満足感

や達成感を重ねる。

・家庭と連携し、基本

的生活習慣を身につけ

る。

・保護者と連携し元気

な挨拶を習慣づける。

・運動遊びを豊富にし

て０歳から就学前まで

の系統的な体力づくり

をする。

チームゆきはたこども園の保育実践

主体的に環境にかかわって遊ぶ活動を通して学びの芽生えを育む

チャレンジ４

保育活動報告会

等、保護者に園の

取り組みや、子ど

もの姿を知ってい

ただく機会を設け

共通理解を図り、

保護者連携を強化

する。

チャレンジ１

全12クラスの研

究保育を行い、子

どもが主体的に環

境に関わって遊び

保育の充実をめざ

す実践研究を推進

する。

チャレンジ２

たくましい子ど

もを育てる取り

組みを通し、園

児のけがの前年

度比10％減少の

実現をめざす。

チャレンジ３

絵本や保育備品

の計画的な購入

や修理点検を推

進し、保育環境

の整備拡充を図

る。

チャレンジ５

可能な範囲で、

地元老人会様と

交流し、多様な

関わりを経験で

きる機会を設け

る。

・認め合える関係を育

て、自分の思いや考えを

表現できるようにする。

・多様な出会いを経験す

る中で違いを豊かさとと

らえられるようにする。

・共感しあい、共同で学

ぶ楽しさを感じられるよ

うにする。
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教 育 目 標 たくましく心豊かな子どもの育成

見通しをもち協力して

仲間と遊びを進め、異
年齢交流で多様な関わ

りの力を育てます。

元気な子ども 自分で考え行動する子ども 優しい子ども がんばる子ども

毎日の生活の中で基本的生活習慣を

身につけます。

運動遊びや地域の自然豊かな桜生史

跡公園などへの散歩を通して健康で

しなやかな身体づくりに取り組んで

いきます。

自分が大事にされているという

実感と体験を通した自信を基盤

にして、自尊感情を育みます。

5感を使って主体的に環境に関

わってあそび、科学的なものの

見方の基礎や意欲を育みます。

同年齢・異年齢の友だち、世代

間交流などさまざまな人との出

会いや関わりを大切に、認め合

える関係を育て自分の思いや考

えを安心して表現したり、共同

であそぶ楽しさを感じられるよ

うに育んでいきます。

桜生史跡公園での

自然体験

おみせごっこ

オタマジャクシ

みつけたよ！

からだそだて

こころそだて なかまそだて

色水あそび
“青色ジュース

がつくりた

い”“どうすれ
ばいいかな”と

意欲や試行錯誤、
好奇心や探求心

は学習に向かう

力につながりま

す。
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野野  洲洲  市市  立立  小小  学学  校校  
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野野  洲洲  市市  立立  中中  学学  校校  
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